
  

部活動について 
部活動担当  

  １ 目 標  

 (1) 礼儀や挨拶、ルールを守る態度を身に付けさせ、生活態度の向上を図る。  

 （2）  体力の増進、スポーツ技能の向上を図るとともに、強い精神力を養う。  

 （3）  部の目指す共通の目標をもって、所属員との協調性や連帯感を養う。  

 

  ２ 部活動生徒数及び顧問等  

  部活動名     １年    ２年    ３年    総計  

男子卓球部
 

２  ２  ５  ９  

女子卓球部
 

５  ６  ５  １６  

   

３ 部活動の方針  

  (1) 学校の管理下において計画・実施する教育活動として、職員会の方針やきまり

を厳守する。  

  (2) 常に学業との両立・調和に努める。  

 

  ４ 部活動のきまり  

   (1) 平日の活動は、放課後を原則とし、決められた服装で行う。  

   (2) 休業日や祝日などの活動は、顧問または副顧問が不在の場合は活動できない。 

   (3) 生徒の疲労なども考慮して適切に休養日を設ける。  

   (4) 中間テスト・期末テストの３日前から練習･活動を中止する。  

   (5) 開始・終了の時刻を厳守し、後片付けをきちんとする。  

(6) 水曜日はリフレッシュデーとし、部活動は休みとする。  

(7) 週末土日はどちらかを休みとする。  

(8) 「家庭の日（第 3 日曜）」は、大会等特別な場合を除き、休養日とする。また、

お盆や年末年始等の時期は、「家庭の日」に準ずるものとする。  

   （9）部活動開始時刻は 16 時 40 分からとする。  

 

 4 月  5 月～8 月    ９月  10 月  11 月～1 月  2 月～3 月  

終了時刻  17:45  18:15  17:45  17:15  17:00  17:15  

下校時刻  18:00  18:30  18:00  17:30  17:15  17:30  

      ※  9 月の中学校総合体育大会終了後 10 月と同じ時間で部活動を行う。  

   ※  原則平日 2 時間、休日 3 時間の活動とする。  

   ※  ハッピーサーズデイは部活動を行わない。  

 

５ 部活動の停止  

   (1) 学校のきまり等に違反した場合には活動を停止し、中学部職員で協議したう

えで校長決裁後に、校内の美化活動などを行う。その期間や対応については中学

部職員で協議し、校長の決議を経て判断していく。  

   (2) 中学校体育大会や諸大会への参加を見合わせるような場合（例えば、眉そり、

髪、喫煙などの問題行動など）は、必ず部顧問会で協議し、校長へ具申し、最

終決定する。  

 



  

  ６ 入退部の手続き  

   (1) 入部は所定の入部届けに必要事項を記入する。（保護者印の確認）  

    ○   ４月の決められた期日までに入部届を提出する。  

     (2) 入部の手順は、生徒が保護者と話し合い、保護者の確認印を押した入部届を    

本人が学級担任に提出する。学級担任は確認印を押して本人に返す。その後、本

人が部顧問に入部届を提出し、最終確認を受けたことで、入部を認める。  

    (3) 退部は、顧問・学級担任と十分相談の上で決める。手続きについては退部届   

を提出する。手順は、入部届と同様である。  

 

  ７ 部活動生集会  

   (1) 中学部で部活動に関する指導・連絡・確認事項がある場合は、臨時的に行う。

第１回目の部活動生集会を１年生入部完了後に行い、部活動のきまりなど指導

・確認をする。  

 (2) 出席者は部活動生全員、部活動顧問、副顧問とする。  

 

  ８ 部顧問会  

    (1) 部顧問会の参加者  

      ○ 本校の場合は、全職員で取り組んでいくものとする。  

    (2) 部顧問会の目的  

      ○ 学校の部活動についての考え方や基本計画をもとに部顧問が意見交換を行

い、共通理解を図る。  

   (3) 部顧問会のもち方  

      ○ 年度始めに年間の活動方針・活動計画の確認を行う。  

      ○ 年度途中に、臨時的に必要な場合に行う。  

 

   


